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大阪港 計画変更内容

【利用状況】 【計画変更内容】

○C10～12の計1100mの連続バースを供用中。

○夢洲地区外貿ｺﾝﾃﾅ取扱量（H23年実績）
→ 約85万TEU（大阪港約217万TEUの約39%）

○連続バースによる効率的な運用を行うため
公共埠頭計画、水域施設計画、土地利用計画等
を変更。

岸壁 ： 水深16m 延長650m C12
○夢洲地区ｺﾝﾃﾅ航路便数（平成24年12月時点）

→ 26便/週（大阪港全体80便/週の約32%）
うち基幹航路 ： 北米1便 （大阪港全体：北米3便）

岸壁 ： 水深16m 延長650m C12
※C12岸壁の250m延伸に伴い、YC岸壁を削除する。

航路・泊地 ： 水深16m 0.3ha
泊地 ： 水深16m 0.9ha

【今回計画】【既定計画】

港湾関連用地⇒埠頭用地港

（工
事
中
）Y
C

岸壁（-16m） 400m C12
岸壁（-12m） 250m YC

岸壁（-16m） 650m C12
岸壁（ 12m） 250m YC

泊地（-12m） 1.4ha
航路・泊地（-12m） 1.4ha 1

泊地（-16m） 0.9ha
航路・泊地（-16m） 0.3ha



連続バースによる効率的な運用
○ 夢洲地区では、現状のコンテナ取扱量（約85万TEU）に対して延長1,100mの連続バースで対応して
いるが、滞船が生じているなど、岸壁の容量が不足しており、YC岸壁250m分の延長が必要な状況。

○ C12岸壁は北米航路に就航する10万DWT級（8000TEU程度）の船舶を想定した計画となっている
が、一連の岸壁を連続バースとして運用するため、コンテナ船の就航が集中する時間帯には他のコン
テナ船がC12の一部を利用し、対象とする北米航路の船舶を係留出来ないケースが想定。

○ C12を延伸し、YC部分も水深16mとする事で、650mの岸壁延長を有効活用して係留させることが
可能となり、連続バース運用の効率性が向上。

延伸部を水深12mで整備した場合（既定計画） 延伸部を水深16mで整備した場合（今回計画）
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10万DWT級のコンテナ船は水深16mの岸壁が
必要なため、先に寄港したコンテナ船がC12の一部

を利用していると係留出来ず、滞船となる。

水深16mの岸壁650mの範囲の中で、
他のコンテナ船も含めて効率良く係留する事が可能
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※各船型の係留延長は、
港湾の施設の技術上の
基準を参照


